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紫陽花

偽造キャッシュカードによる預金の引出し被
害が急増していることから、銀行では、被害にあった預金者が、所得税の確定申告で雑損
控除が受けられるよう、申告手続きの際に雑損控除の適用に必要な「被害届出証明書」を、
刑法上の被害者である銀行が警察に請求し、預金者に取り次ぐ取扱いにしています。

偽造キャッシュカードと雑損控除

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月10日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 6月30日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険

賞与等支払届 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

6月30日
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今
年
も
定
時
決
定
の
時
期
が
や
っ
て

き
ま
す
。

定
時
決
定
と
は
、
毎
年
定
時
（
七
月

一
日
）
に
標
準
報
酬
を
見
直
す
（
決
定
）

こ
と
を
い
い
ま
す
。

社
会
保
険
（
健
康
保
険
及
び
厚
生
年

金
保
険
）
に
お
い
て
は
、
保
険
料
を
徴

収
し
た
り
、
あ
る
い
は
保
険
事
故
（
健

康
保
険
は
、
ケ
ガ
、
病
気
、
死
亡
、
出

産
、
厚
生
年
金
保
険
は
、
老
齢
、
障
害
、

死
亡
）
が
発
生
し
た
場
合
に
給
付
額
の

基
礎
と
な
る
も
の
は
、
実
際
に
支
給
さ

れ
る
報
酬
月
額
（
給
与
総
額
）
で
は
な

く
標
準
報
酬
で
す
。

社
会
保
険
の
保
険
料
は
、
雇
用
保
険

と
は
異
な
り
毎
月
の
給
与
の
額
に
応
じ

て
徴
収
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
定
時

決
定
で
決
め
ら
れ
た
標
準
報
酬
は
、
原

則
と
し
て
、
そ
の
年
の
九
月
か
ら
翌
年

の
八
月
ま
で
、
給
与
の
変
動
に
も
か
か

わ
ら
ず
固
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
そ
の
標
準
報
酬
を
毎
年
一
定
の

時
期
に
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
実
態
に

即
し
た
保
険
料
の
徴
収
と
保
険
給
付
を

行
う
こ
と
を
目
的
に
定
時
決
定
が
行
わ

れ
ま
す
。

今
月
は
、
定
時
決
定
に
関
す
る
基
礎

的
な
知
識
に
つ
い
て
掲
げ
ま
す
。

標
準
報
酬
と
給
与
（
報
酬
月
額
）

と
は
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
す

か
。被

保
険
者
に
毎
月
支
給
さ
れ
て

い
る
給
与
は
報
酬
月
額
と
い
い
、

基
本
給
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、
残

業
手
当
な
ど
に
よ
り
決
め
ら
れ
ま
す
の

で
毎
月
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
報
酬
月
額
に
、
保
険
料
率
を
掛
け

て
保
険
料
額
を
算
出
し
た
り
、
あ
る
い

は
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
給
付

額
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
事
業
主
に
と

っ
て
も
国
な
ど
の
保
険
者
に
と
っ
て
も

大
変
煩
わ
し
い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
等
級
に
区
分

し
た
仮
の
報
酬
を
設
け
、
そ
れ
に
報
酬

月
額
を
当
て
は
め
て
、
仮
の
報
酬
に
基

づ
き
保
険
料
や
保
険
給
付
額
の
計
算
を

行
い
、
事
務
の
簡
素
化
を
図
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
区
分
さ
れ
た
仮
の
報
酬
が
標

準
報
酬
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
給
与
（
報
酬
月
額
）
と
標
準
報

酬
月
額
と
は
異
な
る
の
が
一
般
的
で
す
。

定
時
決
定
の
対
象
に
な
る
人
及

び
対
象
に
な
ら
な
い
人
を
具
体
的

に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

定
時
決
定
は
、
毎
年
七
月
一
日

時
点
に
お
い
て
適
用
事
業
所
に
使

用
さ
れ
て
い
る
以
下
に
該
当
す
る
被
保

険
者
全
員
を
対
象
に
行
わ
れ
ま
す
。

①

今
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
社

し
た
人
で
、
七
月
一
日
現
在
、
社
会

保
険
の
被
保
険
者

②

今
年
七
月
一
日
以
降
に
退
職
す
る

人
③
　
欠
勤
中
の
人

④
　
休
職
中
の
人

反
対
に
、
次
の
人
は
定
時
決
定
の
対

象
か
ら
除
か
れ
る
た
め
、
算
定
基
礎
届

を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①

今
年
六
月
一
日
以
降
に
被
保
険
者

の
資
格
を
取
得
し
た
人

②

今
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
退
職

（
資
格
喪
失
日
は
七
月
一
日
）
し
た
人

③

七
月
、
八
月
、
九
月
に
月
額
変
更

届
（
＊
）
を
提
出
す
る
か
、
提
出
予

定
の
人

＊

月
額
変
更
届
は
、
随
時
改
定
に
該

当
す
る
と
き
に
提
出
す
る
届
出
で
す
。

随
時
改
定
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当

し
た
と
き
に
行
わ
れ
ま
す
。

イ

固
定
的
賃
金
の
変
動
ま
た
は
賃
金

体
系
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
。
し
た

が
っ
て
、
残
業
手
当
等
非
固
定
的
賃

金
の
み
が
変
動
し
た
と
き
は
、
要
件

を
満
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。

ロ

継
続
し
た
三
カ
月
の
い
ず
れ
の
月

も
報
酬
支
払
基
礎
日
数
が
二
〇
日
以

上
あ
る
こ
と
。

ハ

固
定
的
賃
金
の
変
動
し
た
月
以
後

引
き
続
き
三
カ
月
間
に
受
け
た
報
酬

の
総
額
を
三
で
割
っ
た
額
と
現
在
の

標
準
報
酬
月
額
と
の
間
に
、
原
則
と

し
て
二
等
級
以
上
の
差
を
生
じ
た
こ

と
。

社
会
保
険
で
は
ど
の
よ
う
な
も

の
を
報
酬
と
定
め
て
い
る
の
で
す

か
。社

会
保
険
で
は
、
被
保
険
者
が

労
働
の
対
償
と
し
て
事
業
主
か
ら

受
け
る
す
べ
て
の
も
の
を
報
酬
（
金
銭

に
よ
る
も
の
と
現
物
に
よ
る
も
の
と
を

社
会
保
険
の 

「
定
時
決
定
」

Q1A

Q2A

Q3A



3 6月号

問
わ
な
い
）
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
賃
金
、
給
与
、
報
酬
、
賞
与
、

手
当
な
ど
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
原

則
と
し
て
報
酬
と
な
り
ま
す
。

反
対
に
報
酬
と
な
ら
な
い
も
の
に
、

①
年
三
回
以
下
支
給
さ
れ
る
賞
与
、
②

事
業
主
が
恩
恵
的
に
支
給
す
る
結
婚
・

出
産
祝
金
、
災
害
見
舞
金
、
病
気
見
舞

金
、
死
亡
弔
慰
金
、
③
事
業
主
以
外
の

者
か
ら
支
給
を
受
け
る
傷
病
手
当
金

（
健
康
保
険
）、
休
業
補
償
給
付
（
労
災

保
険
）、
年
金
、
恩
給
、
④
被
保
険
者
の

財
産
収
入
に
よ
る
家
賃
、
預
金
利
子
、

地
代
、
⑤
臨
時
に
受
け
る
大
入
袋
、
⑥

実
費
弁
償
的
な
出
張
旅
費
、
⑦
そ
の
他

退
職
金
、
解
雇
予
告
手
当
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

交
通
費
は
一
年
分
を
一
括
し
て

定
期
券
で
支
給
し
て
い
ま
す
。
手

続
き
上
の
注
意
点
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

交
通
費
（
通
勤
手
当
）
に
つ
い

て
は
、
所
得
税
法
上
一
カ
月
一
〇

万
円
ま
で
は
非
課
税
扱
い
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
社
会
保
険
に
は
そ
の
よ
う
な

取
扱
い
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
金
額
の

多
少
を
問
わ
ず
支
給
額
の
全
額
が
報
酬

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
定
期
券
を
一
年

単
位
で
支
給
し
て
い
る
場
合
は
、
一
二

で
割
っ
て
一
カ
月
当
た
り
の
額
を
求
め

報
酬
と
し
ま
す
。

通
勤
手
当
を
算
定
基
礎
届
に
記
入
す

る
場
合
は
、
現
金
で
支
給
し
て
い
る
と

き
は
、「
金
銭
（
通
貨
）
に
よ
る
も
の
の

額
」
の
欄
に
、
定
期
券
で
支
給
し
て
い

る
と
き
は
、「
現
物
に
よ
る
も
の
の
額
」

の
欄
に
記
入
し
ま
す
。

算
定
基
礎
届
に
記
載
す
る
報
酬

月
額
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

算
定
基
礎
届
に
記
載
す
る
報
酬

月
額
は
、
実
際
に
四
月
中
、
五
月
中

及
び
六
月
中
に
支
給
し
た
報
酬
の
総
額

で
す
。

報
酬
支
払
基
礎
日
数
に
つ
い
て

教
え
て
下
さ
い
。

報
酬
支
払
基
礎
日
数
と
は
、
報

酬
を
計
算
す
る
基
礎
と
な
る
日
数

を
い
い
、
月
給
制
の
場
合
、
日
曜
日
、

祝
日
な
ど
も
含
む
た
め
、
現
実
に
働
い

て
い
る
稼
働
（
出
勤
）
日
数
と
は
一
致

し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
暦
日
数
が
報
酬

支
払
基
礎
日
数
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

日
給
制
の
場
合
は
、
稼
働
（
出
勤
）
日

数
が
報
酬
支
払
基
礎
日
数
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
定
時
決
定
の
場
合
、
対
象
月

に
お
け
る
報
酬
支
払
基
礎
日
数
が
二
〇

日
未
満
の
場
合
は
、
そ
の
月
は
除
い
て

算
定
さ
れ
ま
す
。

定
時
決
定
で
決
定
さ
れ
た
標
準

報
酬
の
有
効
期
間
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

定
時
決
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た

標
準
報
酬
は
、
そ
の
年
の
九
月
一

日
か
ら
翌
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の

一
年
間
が
有
効
期
間
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
翌
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
随
時
改
定
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、

そ
の
前
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

病
気
な
ど
で
欠
勤
し
、
報
酬
支

払
基
礎
日
数
が
二
〇
日
に
満
た
な

い
月
が
あ
る
場
合
の
記
入
方
法
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

病
気
欠
勤
、
休
職
な
ど
で
、
報

酬
支
払
基
礎
日
数
が
二
〇
日
未
満

の
月
が
あ
る
場
合
は
、
二
〇
日
未
満
の

月
を
除
い
て
算
定
し
ま
す
。
ま
た
、
病

気
な
ど
の
た
め
三
カ
月
間
と
も
欠
勤
し

た
場
合
は
、「
保
険
者
算
定
」
と
し
て
、

休
業
直
前
の
標
準
報
酬
を
も
っ
て
決
定

し
ま
す
。
こ
れ
は
傷
病
手
当
金
（
標
準

報
酬
日
額
の
六
割
）
の
額
の
減
少
等
を

回
避
す
る
た
め
で
す
。

年
四
回
以
上
ボ
ー
ナ
ス
を
支
給

し
て
い
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に

記
載
す
る
の
で
す
か
。

ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
回
数
が
年
四

回
以
上
あ
る
場
合
は
、
報
酬
と
し

て
扱
わ
れ
ま
す
の
で
、
七
月
一
日
を
基

準
と
し
て
、
前
一
年
間
に
支
給
さ
れ
た
ボ

ー
ナ
ス
な
ど
の
総
支
給
額
を
一
二
で
割

り
一
カ
月
分
を
算
定
し
、
各
月
に
加
算

し
ま
す
。提

出
す
る
書
類
な
ど
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
は
、「
被
保
険
者
報
酬
月

額
算
定
基
礎
届
」、「
被
保
険
者
報

酬
月
額
算
定
基
礎
届
総
括
表
」
を
、
七

月
一
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で
に
、
事
業

所
を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
（
健

康
保
険
組
合
、
厚
生
年
金
基
金
に
加
入

し
て
い
る
事
業
所
は
、
そ
の
健
康
保
険

組
合
、
厚
生
年
金
基
金
）
で
行
い
ま
す
。

こ
の
際
、
賃
金
台
帳
、
給
与
支
払
明
細

書
ま
た
は
源
泉
所
得
税
領
収
証
書
な
ど

の
提
示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
持
参
し
て
下
さ
い
。

Q7AQ8A

Q9AQ10A

Q4A

Q5AQ6A



6月号 4

強
制
適
用
事
業
所
（
社
会
保
険
に
加
入

し
て
い
る
事
業
所
）
に
使
用
さ
れ
る
人
は
、

以
下
の
場
合
等
を
除
き
、
本
人
の
意
思
と

は
関
係
な
く
当
然
に
社
会
保
険
の
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。

①

臨
時
に
使
用
さ
れ
る
人
（
日
々
雇
い

入
れ
ら
れ
る
人
が
一
カ
月
を
超
え
て
引

き
続
き
使
用
さ
れ
る
と
き
や
、
二
カ
月

以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
人

が
そ
の
所
定
の
期
間
を
超
え
て
引
き
続

き
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

は
、
そ
の
と
き
か
ら
一
般
被
保
険
者
と

な
る
）

②

製
茶
、
製
氷
等
季
節
的
業
務
に
使
用

さ
れ
る
人
（
当
初
か
ら
継
続
し
て
四
カ

月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
当

初
か
ら
一
般
被
保
険
者
と
な
る
）

③

博
覧
会
な
ど
臨
時
的
事
業
に
使
用
さ

れ
る
人
（
当
初
か
ら
継
続
し
て
六
カ
月

を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
当
初

か
ら
一
般
被
保
険
者
と
な
る
）

④

国
民
健
康
保
険
組
合
の
事
業
所
に
使

用
さ
れ
る
人

退
職
金
は
高
額
に
な
る
こ
と
が
多
い

こ
と
か
ら
、
現
金
の
持
ち
運
び
な
ど
に

伴
う
危
険
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
で
、
労

働
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
次
の

方
法
等
に
よ
る
支
払
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
、
い
ず
れ
の
方
法
も
支
払
が

確
実
で
あ
る
こ
と
と
現
金
と
同
様
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で

す
。

①

労
働
者
が
指
定
す
る
銀
行
そ
の
他

の
金
融
機
関
の
預
金
ま
た
は
貯
金
口

座
へ
の
振
込

②

銀
行
等
の
金
融
機
関
に
よ
っ
て
振

り
出
さ
れ
た
そ
の
銀
行
等
を
支
払
人

と
す
る
小
切
手
の
交
付

③

銀
行
等
の
金
融
機
関
が
支
払
保
証

を
し
た
小
切
手
の
交
付

④
　
郵
便
為
替
の
交
付

な
お
、
退
職
金
の
消
滅
時
効
は
、
五

年
（
賃
金
、
賞
与
は
二
年
）
で
す
。

ち
な
み
に
、
賞
与
に
つ
い
て
は
、
口

座
振
込
を
除
き
小
切
手
等
の
交
付
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

強
制
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
人

退
職
金
の
支
払
方
法

育児休業基本給付金

改正後の育児休業基本給付金の支給額につ

いて教えて下さい。

育児休業基本給付金は、一般被保険者が、

１歳（一定の場合は１歳６カ月）に満たない

子を養育するための休業をした場合において、

その休業を開始した日前２年間に、みなし被

保険者期間が通算して12カ月以上あったとき

に、支給単位期間について支給されます。

最終月については、従来は１日でも休業し

ている日があれば１月分の同給付金が支給さ

れましたが、改正後は、一支給単位期間につ

いて、休業開始時賃金日額（育児休業基本給

付金の支給を受けられる被保険者を受給資格

者と、その被保険者が同給付金の支給に係る

休業を開始した日の前日を受給資格に係る離

職日とみなして算定された賃金日額相当額を

いう）に、次の①、②の支給単位期間の区分

に応じてそれぞれに定める日数（支給日数と

いう）を掛けた額の30％相当額に変更されま

した。

①　②以外の支給単位期間 30日

②　休業を終了した日の属する支給単位期間

休業を開始した日または休業開始応当日

から休業を終了した日までの日数（実際に

休業した日数）

なお、育児休業期間中の被保険者に、事業

主から賃金が支払われる場合の本給付金の取

扱いは、次のようになります。

イ 賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を

掛けた額の50％以下の場合

（休業開始時賃金日額×支給日数×30％）

を支給

ロ 賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を

掛けた額の50％超80％未満の場合

｛（休業開始時賃金日額×支給日数×

80％）－賃金額｝を支給

ハ 賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を

掛けた額の80％以上の場合

育児休業基本給付金は不支給




